
 

参考資料１ 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の概要 
（平成 29年２月７日閣議決定）一部抜粋 

 

 



 

 

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）の概要 
（平成 29年２月 10日厚生労働省事務連絡）一部抜粋 

 

※  厚生労働省は、地域共生社会の実現を基本コンセプトとして改革を行っていくこととし、  
そのスタートとして、包括的支援体制の構築や、共生型サービスの創設などのための関係法律の
改正を盛り込んだ「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」
が閣議決定されたところ。今後も平成 30年度の介護・障害福祉の報酬改定や平成 30年度に予定
される生活困窮者自立支援制度の見直しなどの機会をとらえ、改革を進めていく旨示されている。 


